
１４－２７ 

　　　知立市ごみ行政協力地区報償金交付要綱 

 

　（目的） 

第１条　この要綱は、知立市のごみ行政への各町内会の協力に対し、報償金を交付

することにより、ごみの減量化及び資源のリサイクル運動の推進を図ることを目

的とする。 

（用語の定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(1) ごみ行政協力地区　第３条各号に掲げる事業を実施する各町内会をいう。 

(2) ごみ集積所　不燃ごみ・資源ごみ集積所（集合住宅に設置されたものを除く。）

をいう。 

(3) 設備　照明、コンセント、屋根及び水道その他ごみ集積所で使用する設備を

いう。 

　（対象事業） 

第３条　報償金の交付対象事業は、次に掲げるとおりとする。 

(1) ごみ集積所の設置及び維持管理に関すること。 

(2) 可燃ごみの置き場の選定に関すること。 

(3) ごみ行政に関する町内への周知に関すること。 

（報償金の額） 

第４条　前条に対する報償金の額は、別表に定める基準により算出される均等割、

世帯割、箇所割の合計額とする。 

２　前項の報償金には、ごみ集積所の維持管理のために必要な消耗品費及び光熱水

費相当額が含まれているものとする。 

（ごみ行政協力地区の指定申請） 

第５条　ごみ行政協力地区の指定を受けようとする町内会の区長は、ごみ行政協力

地区指定申請書（様式第１。以下「指定申請書」という。）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

（ごみ行政協力地区の指定） 

第６条　市長は、指定申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、

適当と認められるときは、ごみ行政協力地区指定通知書（様式第２）により通知



するものとする。 

（ごみ集積所の設備） 

第７条　前条の規定によりごみ行政協力地区の指定を受けた区長（以下「指定区長」

という。）は、当該ごみ行政協力地区内のごみ集積所において、第３条第１号に規

定する事業を行うために必要な設備の設置を市長に申し出ることができる。 

２　市長は、前項の規定による申出があった設備について、その設置の必要性が認

められ、かつ、その設置が可能なものは、予算の範囲内で設置するものとする。 

３　前項の規定により設置した設備の維持管理に係る経費は、当該設置の申出をし

たごみ行政協力地区が負担するものとする。 

（報償金の請求） 

第８条　指定区長は、報償金の交付を受ける場合には、ごみ行政協力地区報償金請

求書（様式第３）を市長に提出しなければならない。 

（報償金の交付） 

第９条　市長は、前条の規定による請求書が提出されたときは、その内容を審査し、

適当と認めたときは、報償金を交付する。 

（委任） 

第１０条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

　　　附　則 

１　この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

２　知立市資源ごみ等分別地区報償金交付要綱（平成１０年４月１日制定）は、廃

止する。 

３　この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 



別表（第４条関係） 

 

報 償 金 の 額 

 

 

 

　※　事業を行った年度の４月１日現在の数値により算定する。 

 
区　　分 算　　定　　基　　礎

 

均 等 割 年間１町内会当たり　　　　　　　　　　　５０，０００円

 

世 帯 割 年間１世帯当たり　　　　　　　　　　　　　　　１００円

 

箇 所 割 年間１集積所当たり　　　　　　　　　　　５０，０００円



 様式第１（第５条関係） 

 

年　　月　　日 

 

知立市長      　　様 

 

区長　　　　　　　　　　 

 

ご み 行 政 協 力 地 区 指 定 申 請 書  

 

ごみ行政協力地区の指定を受けたいので、知立市ごみ行政協力地区報償金交付要

綱第５条の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

 

 

ごみ集積所名

 

 

 

 

 

 



様式第２（第６条関係） 

年　　月　　日 

 

　　　　　　　区長　　　　　　様 

 

知立市長　　　　　　　　　印　 

 

ご み 行 政 協 力 地 区 指 定 通 知 書  

 

　　　　年　　月　　日付けで申請のありましたごみ行政協力地区については、知

立市ごみ行政協力地区報償金交付要綱第６条の規定に基づき、下記のとおり指定し

ます。 

記 

 

なお、貴町内会における　　　　年度ごみ行政協力地区報償金額は次のとおりです。 

 

 

 

ごみ集積所名

 

 

 

 

 

 　 単価 計

 均等割 ５０，０００円 ５０，０００円

 世帯割 ○○世帯 １００円

 箇所割 ○○箇所 ５０，０００円

 合計 円



様式第３（第８条関係） 

 

ご み 行 政 協 力 地 区 報 償 金 請 求 書  

 

 

ただし、　　　年度ごみ行政協力地区報償金として下記口座へお振り込

みください。  

 

　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　区 長 

 電 　 話 

知 立 市 長　　様  
記  

□　債権者登録の口座へ振り込み  

債権者登録口座へ振込みを希望する場合はこちらの□にチェックを入

れてください。口座の記入は不要です。  

□　登録していない口座に振込みを希望する場合はこちらの□にチェック

を入れ、口座を記入してください。  

代表者と振込先が異なる場合は、委任状が必要となります。  

振り込み先口座  

 

金 額

拾万 万 千 百 十 円
 

 

 銀 行 名 店 名
 

銀行　・　信用金庫  

信用組合・農業協同組合
　　　　　　　　　　　　　　店

 預 金 種 目 口 座 番 号
 

普通・当座・貯蓄・その他（　　　）

 
フ リ ガ ナ

 
口座名義人


